
14広報うき 2025・6・1

正しく知ることから
－市職員が学び直しを行いました－

　4月、市長・副市長・教育長をはじめとする市
職員 ( 計455人 ) が水俣病問題・ハンセン病問題
の人権啓発Web講座を8回に分けて受講しました。
　今回受講した講座は、「水俣病患者家族に生ま
れて」（講師：水俣病資料館語り部の杉本肇

はじめ

さん）
と「ハンセン病回復者として伝えたいこと」（講師：
菊池恵楓園退所者の中

なか

修
しゅういち

一さん）です。 
　偏見や差別に苦しんだことなど、ご自身の体験
を基に語られ、職員一人ひとりが水俣病問題・ハ
ンセン病問題を学び直すきっかけとなりました。

問 人権啓発課　☎32－1708

受講した職員の声

差別をなくすためには正しい知識と当事
者意識を皆が身に付けることが何よりも
必要だと感じました。

人権問題に関して正しい知識を持ち、適
切な対応が取れるよう、日々関心を持っ
ていきます。

今でも起きている差別に気付けるよ
う、関心を高めていく必要があると
感じました。

私たちがしっかり学び、考え、啓発
していくことが大切だと思いました。

令和7年度（2025年度）熊本県人権啓発 Web 講座
　本講座は、熊本県が実施している人
権啓発事業の一つで、さまざまな人権
課題（全24本）の動画が公開されてい
ます。下記から申し込みを行うことで、
どなたでも無料で受講できます。 

動画視聴の流れ

①二次元コードを読み取る 

②申し込み完了後、全ての研修動画

　とアンケートの URL がメールで送

　付されます。 

■ 動画視聴後はアンケートへのご協

　力をお願いします。 

申し込みは
こちら

詳しくは
こちら

　人権センターでは一部の動画（DVD）
を貸し出しています。学校や職場での研
修に活用ください。

問熊本県人権センター
　☎096-333-2300（図書・DVD 貸出専用番号）

DVD を貸し出します 詳しくは
こちら

熊本県人権同和政策課 
☎ 096-333-2299  
FAX 096-383-1206 
メール ： jinken@pref.kumamoto.lg.jp 

【人権啓発 Web 講座に関する問い合わせ先】 

熊本県人権啓発
キャラクター
「コッコロ」

人権啓発課 
☎ 32ｰ1708　FAX 32ｰ0110
　 jinkenkeihatsuka@city.uki.lg.jp

　国では、「男女共同参画社会基本法」について理
解を深めるため、毎年6月23日～29日の1週間を
「男女共同参画週間」としています。
　誰もが、職場で、学校で、地域で、家庭で、そ
れぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画
社会」を実現するためには行政だけでなく、皆さ
ん一人ひとりの取り組みが必要です。
　私たちのまわりの男女共同参画について考えて
みませんか。

市では、男女共同参画に関するパネル展を開催します。

　市男女共同参画社会推進委員会は、全ての人が
生きがいを感じられ、多様性が尊重される持続的
な社会の実現のため、令和7年3月25日、稲田さ
ゆり会長と岡早

さ ゆ り

百合副会長が、市長と市議会副議
長に要望書を提出し、災害に強いまちづくりへの
女性の参画、女性の活躍分野の拡大など6点につ
いて要望しました。

毎年6月23日～29日の1週間は
　　　　　　　 「男女共同参画週間」です

  　　　啓発パネル展 　

期間　6月21日㊏～6月29日㊐

場所　ウイングまつばせ　ロビー

要望書を提出しました

企画課  ☎32ｰ1902

使ってみよう 市の公共交通の今を隔月でお知らせ

宇城市地域公共交通計画を策定しました

　地域公共交通の急速な環境変化に適応し、持続
可能な地域公共交通サービスを将来にわたって確
保するために、地域特性や市民の移動実態、公共
交通の利用状況やニーズを総合的に分析し、地域
の実情に応じた公共交通の在り方を示す「宇城市
地域公共交通計画」を3月に策定しました。

「宇城市地域公共交通計画」の
全文は市のホームページで公
開しています。

基本方針1　地域公共交通のサービス水準の見直し

　　　　　 路線バスのサービス水準の見直し
　　　　　 乗合タクシーのサービス水準の見直し

基本方針2　持続可能な地域公共交通ネットワークの構築

　　　　　 路線バスの路線の見直し
　　　　　 乗合タクシー運行エリアの検討
　　　　　 運転手確保に向けた支援の実施
　　　　　 自動運転バスの導入促進
　　　　　 新たな移動サービスの検討

施策1

施策2

施策3

施策5

施策4

施策6

施策7

基本方針3　交通結節機能の強化

　　　　　 松橋駅の交通結節拠点としての整備
　　　　　 小川駅・三角駅の結節機能の強化

基本方針4　地域公共交通の利用促進・意識の醸成

　　　　　 利用機会の創出
　　　　　 免許返納者への利用促進策の見直し
　　　　　 地域公共交通に関する情報の発信

基本方針5　地域公共交通と他分野の連携

　　　　　 地域の交通資源との連携検討
　　　　　 観光分野との連携強化

施策8

施策9

施策10

施策11

施策12

施策13

施策14

 基本理念　　多様な交通モードを連携し未来につなぐ 令和7年度（2025）～令和11年度（2029）の5年間

▲ 末松市長へ要望書を提
出する稲田会長（中央）・岡
副会長（左）

▲ 坂下副議長へ要望書を
提出する稲田会長（中央）・
岡副会長（左）
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